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東京都が実施する
PCB廃棄物の助成制度

東京都が実施するPCB廃棄物の助成制度



東京都PCB含有安定器
調査支援事業

助成対象者
都内において昭和52年3月以前に建築・改修した
事業用建物を所有している中小企業者等
（国又は地方公共団体を除く）

助成対象経費 照明器具内のPCB含有安定器の使用の有無に係る
調査に要する経費

助成対象となる調査

・昭和52年3月以前に建築・改修された事業用建物
・敷地内で使用されている照明器具
・アパート・マンション等の共同住宅
（共用部の照明に限る）

・PCB含有調査を外部委託する場合

※取り外した照明器具は助成対象外
※環境省の「PCB使用照明器具のLED化によるCO2削減推進事業」と併用可能

概要
東京都PCB含有安定器調査支援事業



概要

助成率 助成対象経費の40％

助成限度額 40万円

交付申請期間 令和4年3月31日まで

実績報告提出期間 令和4年12月31日（必着）

※助成金の額は見積書から助成率で算定した額又は助成限度額のどちらか
低いほうを適用

東京都PCB含有安定器調査支援事業

申請の流れ①

申
請
前
手
続
き

申請者 電気工事業者等

申
請
の
手
続
き

①PCB含有調査
見積依頼

②PCB含有調査
見積提示

③調査計画書 依頼 ④調査計画書 提示

⑤交付申請書提出 ⑥審査

⑨調査実施 ⑦交付決定
⑧交付決定通知書の送付

⑩事業完了

申請書類作成
添付資料準備

東京都PCB含有安定器調査支援事業



助
成
金
申
請
の
手
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き

申請者 （公財）東京都環境公社

⑬額の確定

⑮確定通知書の受領 ⑭確定通知書の送付

⑰助成金の受領 ⑯助成金の支払い

⑪実績報告書提出 ⑫審査

申請の流れ②
東京都PCB含有安定器調査支援事業

提出書類

交付申請時 実績報告時
1. 交付申請書
2. 建築年月・改修年月が確

認できる書類（写）
3. 見積書（写）
4. 助成対象者本人であるこ

とを証明する書類
5. 調査計画書
6. その他公社が必要と認め

る書類

1. 実績報告書
2. 請求書
3. 請求明細書（各委託業

者）
4. 支払いを証明する書類

（写）
5. 調査報告書
6. その他公社が必要と認め

る書類
7. JESCOへ提出した予備登

録調査票（写）

東京都PCB含有安定器調査支援事業



必ずチェック

見積書から
税抜きで記載

調査計画書から記載
①交付申請書（申請者が作成）
東京都PCB含有安定器調査支援事業

安定器調査支援事業
であることを確認

②実績報告書（申請者が作成）

見積書と請求書の金額に
変更がなければ記載不要

東京都PCB含有安定器調査支援事業

交付決定通知書に記載
されている額を記載



交付申請時の提出書類
書類名 注意事項

建築年月・改修年月が
確認できる書類（写）

建物登記簿謄本、課税台帳、建築確認証、
固定資産税・都市計画税納税証明書（課税明細書含む）
等

見積書（写） 税抜き金額の記載が必要

助成金対象者本人であ
ることを証明する書類

印鑑証明書（写）、登記事項証明書（写）等
（詳細については「助成金交付申請の手引き」を参照）

公社が必要と認める書
類

個人のマンション等
建物管理組合

・管理組合規約
・代表者に選任されたことが分かる議事録

・会社以外の法人
・中小企業者
（業種ごとに定めた資本
金を超えた場合に必要）

・従業員数を確認できる書類

・労働保険概算・確定申告（控）
・法人税確定申告書添付書類
（法人事業概況説明書） 等

東京都PCB含有安定器調査支援事業

No 書類名 調査計画書 調査報告書 注意事項

① 表紙 〇 〇 調査会社名の記載が必要

② 図面（全体図） 〇 × 調査する建物全体を示した図面
敷地内に複数の建物がある場合のみ提出

③ 機器配置図等 〇 〇 階層ごとに対象機器の台数を記載すること

④ 調査概要 〇 〇 調査予定日（完了日）、建物の建築（改修）
年月、調査個所・台数

⑤ 照明機器一覧表 〇 〇 調査した台数すべてが記載されていること

⑥ 調査機器写真 × 〇 型式・製造番号等が読めるように撮影

※ 複数の建物を調査する場合、調査概要は建物ごとに記載します。

調査計画書と調査報告書（電気工事業者等が作成）
東京都PCB含有安定器調査支援事業
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調査結果 

 

 

照明機器一覧 

 

調査報告書 

表紙 

     

調査実施者名 

調査計画書と調査報告書（電気工事業者等が作成）
東京都PCB含有安定器調査支援事業

調査概要

Ｎo. 照明器具の種類 メーカー名 品番 製造年 台数 設置場所 安定器型番 PCB使用
蛍光灯 30 事務所1F
蛍光灯 27 事務所2F
蛍光灯 1 倉庫
水銀灯 2 屋外

（記載例）
調査対象建物名称

調査実施予定日
調査台数

照明機器一覧

建物建築(改修)年月
建物所在地

■■■■■ビル
東京都新宿区⻄新宿○-□-△
昭和51年4月
2019年10月1日
60台

※ 申請時、グレー部分は記載不要です。
※ 複数の建物を調査する場合は建物ごとに記載します。

調査計画書（電気工事業者等が作成）
東京都PCB含有安定器調査支援事業



※照明機器一覧の機器№と機器配置図№、調査機器写真№が一致するようにします。

Ｎo. 照明器具の種類 メーカー名 品番 製造年 台数 設置場所 安定器型番 PCB使用
蛍1F-1 蛍光灯 ○○○○○ ●△ S46.1 1 事務所1F ZZZZZZ ○
蛍1F-2 蛍光灯 ○○○○○ ●△ S46.1 1 事務所1F ZZZZZZ ○
蛍1F-3 蛍光灯 不明 ●△ S46.1 1 事務所1F ZZZZZZ ○
蛍1F-4 蛍光灯 ○○○○○ ●△ S46.1 1 事務所1F ZZZZZZ ○

蛍2F-1 蛍光灯 ○○○○○ ●△ S53.2 1 事務所1F YYOOHO ×
蛍2F-2 蛍光灯 ●△ S53.2 1 事務所1F YYOOHO ×

照明機器一覧

東京都PCB含有安定器調査支援事業
調査報告書（電気工事業者等が作成）

（機器調査写真）
メーカー・種類・力率・製造年月等からPCB使用安定器の有
無を判別できるよう撮影してください。

同機種であっても、すべての銘板写真を撮影してください。
作業風景や全体写真のご提出は不要です。
照明器具 安定器

東京都PCB含有安定器調査支援事業
調査報告書（電気工事業者等が作成）



実績報告時の提出書類

書類名 注意事項

実績報告書 ・記載内容と添付資料が一致

請求明細書 ・電気工事業者等が発行した請求明細書

調査結果後、PCB含有安定器と判断された場合に必要な書類

予備登録調査票の写し ・JESCOに予備登録する書類
・本事業では写しを添付

東京都PCB含有安定器調査支援事業

東京都高濃度PCB廃棄物
収集運搬支援事業



概要

助成対象者
都内において高濃度ＰＣＢ廃棄物を保管している中小企業者
等であって、中小企業者等軽減制度の軽減対象者

（国又は地方公共団体は除く）

助成対象経費
高濃度PCB廃棄物の収集運搬等に要する経費
（収集運搬、積込み、積下し、漏えい防止措置、その他の措置）
※ 新規の申請受付は、照明用安定器のみに限る。

助成金の額※

① 中小企業者等 対象経費の５０％

② 個人等 対象経費の９５％

※ 助成金の額または助成限度額のどちらか低いほうを適用

東京都高濃度PCB廃棄物収集運搬支援事業

①交付申請（収集運搬を実施する前に必ず提出）

申請期間 ①変圧器・コンデンサー等 申請受付終了
②照明用安定器 令和4年3月31日まで

提出方法 公社の受付窓口へ郵送又は持参
※対面での受付窓口は現在中止

提出部数 1部

②実績報告（収集運搬終了後に提出 ）

東京都高濃度PCB廃棄物収集運搬支援事業

提出期限 ①変圧器・コンデンサー類 令和3年12月31日（必着）
②照明用安定器 令和4年12月31日（必着）

提出部数 1部



※東京都内に保管している高濃度PCB廃棄物に限ります。
※JESCOに荷姿登録した照明用安定器類が対象となります。

助成対象となる廃棄物

JESCO東京
PCB処理事業所
（申請受付終了）

・変圧器類（トランス）
・コンデンサー類
・PCB原液及びPCBを含む油類

JESCO北海道
PCB処理事業所

・蛍光灯安定器
・水銀灯用安定器
・安定器（用途不明）
・防爆形安定器
・安定器用コンデンサー
・ネオントランス

東京都高濃度PCB廃棄物収集運搬支援事業

東京都微量PCB廃棄物
処理支援事業



助成対象者 個人、中小企業団体、マンション管理組合法人、
中小企業者、会社以外の法人（国並び地方公共団体は除く）

交付申請期限 令和８年３月３１日（必着）
※予算の範囲を超えた日をもって申請書の受付を停止

実績報告書
提出期限

令和８年１２月２８日（必着）
※令和２年度までに交付決定した助成事業者にあっては、
令和３年１２月３１日（必着）

助成対象経費

分 析 ・試料採取経費、分析経費

処 理
・電気機器からのPCB絶縁油抜取り経費
・運搬経費（搬出経費・積込み積下し経費は助成対象外）
・処理経費

概要
東京都微量PCB廃棄物処理支援事業

助成対象となる
電気機器

微量のPCBに汚染された可能性のある変圧器及び
コンデンサー類の電気機器

（例）コンデンサー、高圧変圧器、リアクトル、変成器、
遮断器、開閉器、整流器、放電コイル 等

助成金の額 試料採取費及び分析費の2分の1

助成限度額 １２，５００円（1台当たり）

助成対象外
・高濃度PCBが含有されている機器
・安定器及び安定器から取り出したコンデンサー
・電気機器以外に入っている油の分析

※助成金の額は試料採取費及び分析費の2分の1
又は助成限度額のどちらか低いほうを適用

分析経費
東京都微量PCB廃棄物処理支援事業



助成対象となる
電気機器類

①微量PCBの含有が確認された絶縁油
②微量PCB絶縁油が付着し、又は封入されたドラム缶等の容器
③微量PCB絶縁油が封入されたトランス、コンデンサ等の
電気機器

助成金の額 助成対象経費の合計額の２分の１

助成限度額 （例）機器ごと処理

※助成金の額または助成限度額のどちらか低いほうを適用。

75KVA以上 45万/台

30～75KA 35万/台

30KVA以下 25万/台

処理経費
東京都微量PCB廃棄物処理支援事業

助成対象外
・安定器及び安定器から取り出したコンデンサー
・分析時の検体・ウエス等の汚染物の処理費

東京都環境公社 PCB廃棄物助成事業ホームページ
www.tokyokankyo.jp/jigyo/resource-circulation/pcb

・要綱
・申請の手引き
・各種様式
・リーフレット類

PCB廃棄物助成事業の詳細


